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※指定確認検査機関記入欄

済証年月日

添付図書 備考

済証年月日

済証番号 済証番号

適合状況

  （建築基準法施行令第62条の８，第62条の６）

  （建築基準法施行令第61条，第52条）

塀の種類

総合評点
Q= 0

３ 改善計画（法不適合，２項道路後退線内の場合）

改善時期

改善方法

（備考）

既存ブロック塀等現況調査結果書

所 在 地

申請者氏名

調査者氏名

塀の建設年

塀の増改築履歴

１ 一般事項

２ 基準への適合確認【確認等実施要領４-(1)】

塀の長さ

塀の高さ（最高） m 段

m

受付印 建築確認申請 完了検査申請

平成昭和

平成昭和

補強コンクリートブロック造の塀

組積造の塀

現行基準適合

既存不適格

倒壊の危険性が低い（40≦Q）

倒壊の危険性が高い（40＞Q）

法不適合

２項道路後退線内

付近見取図
配置図
改善計画図
その他

工事完了まで

その他（

不適合の内容

改善方法

令和

令和



令61条
第１号

令61条
第２号

既存不適格

令62条の８
第２号

令62条の８
第３号

令62条の８
第４号

令62条の６
第１項

令62条の６
第２項

 ②組積造の塀
 ●建築基準法施行令61条、52条

令61条
第４号

令61条
第３号

令52条
第４項

令52条
第２項

令62条の８
第５号

令62条の８
第６号

令62条の８
第７号

現行基準

令62条の８
第１号

 ①補強コンクリートブロック造の塀

 ①補強コンクリートブロック造の塀又は②組積造の塀のいずれかで法適合確認を行う
  ●現行基準欄又は構造計算確認欄にチェックあり → 「現行基準に適合」【確認等実施要領４-(1)-①】
  ●既存不適格欄のいずれかにチェックあり
    → 「既存不適格」【確認等実施要領４-(1)-②】 → 「５ 倒壊の危険性の確認」 へ
  ●上記以外 → 「法不適合」【確認等実施要領４-(1)-③】

既存不適格現行基準

４ 基準への適合確認【確認等実施要領４-(1)-①②③】

 ●建築基準法施行令62条の８、62条の６

・塀の高さは２ｍ以下

・塀の高さは３ｍ以下

・塀の高さは1.2ｍ以下

・壁の厚さはその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上

・長さ４ｍ以下ごとに壁厚の1.5倍以上突出した控壁を設置
（壁厚がその部分から壁頂までの垂直距離の1.5/10以上の
場合は不要）

・基礎の根入れの深さは20㎝以上

各号に定める基準に適合 次に定める基準に適合

(S45.12.31以前に設置)

・塀の高さは2.2ｍ以下

・壁の厚さは，高さ２ｍ以下は10㎝以上又は高さ２ｍから
・2.2ｍ以下は15㎝以上
・壁の頂部及び基礎の配筋は９㎜以上
・壁の端部及び隅角部の縦筋は９㎜以上
・壁内には９㎜以上の鉄筋を縦横に80㎝以下の間隔で配置

・長さ3.4ｍ以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控壁を
設置（高さ1.2ｍ以下の塀は除く）

・縦筋は壁の頂部及び基礎の横筋にかぎかけ
（基礎のかぎ掛けは40d以上基礎に定着でも可）
・横筋は，壁の端部及び隅角部の縦筋にかぎ掛け
・基礎の丈は35㎝以上とし根入れの深さは30㎝以上
（高さ1.2ｍ以下の塀は除く）

・塀の高さは３ｍ以下
・長さ3.2ｍ以下ごとに塀の高さの

各号に定める基準に適合

構造計算によって構造耐力上安全であることを確認（S46.1.1以降に設置)

次に定める基準に適合

1/5以上突出した控壁を設置

・目地塗面の全部にモルタル塗布
・鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部をモルタル
またはコンクリートで充填

・縦筋は空洞部内で継いでいない又は溶接接合等で接合

次に定める基準に適合

(S56.5.31以前に設置)

(S45.12.31以前に設置)

・現行基準令61条第２号
・現行基準令61条第３号
・現行基準令61条第４号

(S56.5.31以前に設置)

次に定める基準に適合

・現行基準令62条の８第２号
・現行基準令62条の８第３号
・現行基準令62条の８第４号
・現行基準令62条の８第６号
・現行基準令62条の８第７号
・現行基準令62条の６第１項
・現行基準令62条の６第２項

（高さ1.2ｍ以下の塀は除く）

・現行基準令62条の６第２項
・現行基準令62条の６第１項

・現行基準令61条第２号
・現行基準令61条第３号

構造計算等によって構造耐力上安全であることを確認（鉄筋等により補強）

次に定める基準に適合
(S34.12.22以前に設置)

・「②組積造の塀」の規定を適用

・組積材は芋目地ができないように組積

・現行基準令52条第４項

・現行基準令52条第４項

・現行基準令52条第２項

・目地塗面の全部にモルタル塗布

・現行基準令52条第２項



Ａ．基本性能の診断〔基本性能値〕

５ 倒壊の危険性の確認


